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高
齢
（
主
に
認
知
症
）
の

方
は
記
憶
力
や
判
断
力
の

低
下
な
ど
の
症
状
が
あ
り
、

道
を
間
違
え
た
り
、
自
分
が

ど
こ
に
い
る
の
か
分
か
ら

な
く
な
っ
て
、
行
方
不
明
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は

主
に
認
知
症
の
高
齢
者
が

行
方
不
明
と
な
っ
た
場
合

に
警
察
、
消
防
、
交
通
機
関

が
協
力
し
て
早
期
発
見
・
保

護
を
目
指
す
も
の
で
す
。

　

市
で
は
、
民
間
賃
貸
住
宅
の
家
賃
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。
市
外
か
ら
転
入
し
、
民
間
賃
貸
住

宅
に
居
住
さ
れ
て
い
る
40
歳
未
満
の
方
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

【
助
成
内
容
】

▼
若
者
世
帯
の
場
合
は
、
家
賃
か
ら
3
万
円
を

減
じ
て
得
た
額
を
、
3
万
円
を
上
限
と
し
て
60

カ
月
助
成

※
子
を
扶
養
し
て
い
る
ま
た
は
60
カ
月
の
助
成

期
間
内
に
新
た
に
子
を
扶
養
し
た
場
合
は
、
そ

の
子
が
中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
助
成
し
ま
す
。

▼
単
身
世
帯
の
場
合
は
、
家
賃
か
ら
2
万
円
を

減
じ
て
得
た
額
を
、
2
万
円
を
上
限
と
し
て
36

カ
月
助
成

※
36
カ
月
の
助
成
期
間
内
に
婚
姻
な
ど
に
よ
り

若
者
世
帯
と
な
っ
た
場
合
は
、
助
成
期
間
を
60

カ
月
と
し
、
助
成
期
間
内
に
子
を
扶
養
し
た
場

合
は
、
そ
の
子
が
中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
助

成
し
ま
す
。

▼
助
成
金
は
、
三
笠
市
商
工
会
が
指
定
す
る
商

品
券
で
交
付
し
ま
す
。
第
1
回
目
の
み
3
カ
月

分
を
前
交
付
し
、
第
2
回
目
以
降
は
6
カ
月
分

ご
と
に
一
括
交
付
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

▼
平
成
23
年
7
月
1
日
以

降
に
転
入
し
、
市
内
の
民

間
賃
貸
住
宅
に
居
住
す
る

世
帯
で
次
の
項
目
に
該
当

す
る
世
帯

①
若
者
世
帯
…
夫
婦
い
ず
れ
か
が
満
40
歳
未
満

の
世
帯
ま
た
は
中
学
生
ま
で
の
子
が
居
住
し
、

か
つ
そ
の
子
を
扶
養
し
て
い
る
夫
婦
世
帯
ま
た

は
寡
婦（
夫
）世
帯

②
単
身
世
帯
…
満
40
歳
未
満
で
事
務
所
ま
た
は

事
業
所
を
有
す
る
企
業
に
勤
務
す
る
単
身
世
帯

▼
市
内
居
住
者
で
平
成
24
年
4
月
1
日
以
降
に

婚
姻
に
よ
り
市
内
の
民
間
賃
貸
住
宅
に
入
居
す

る
若
者
世
帯

▼
転
入
の
日
前
1
年
間
に
市
内
に
住
所
を
有
し

て
い
な
か
っ
た
世
帯

▼
世
帯
全
員
が
市
、
現
住
所
地
の
市
町
村
で
納

入
す
べ
き
税
や
使
用
料
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と

▼
転
入
後
、
住
民
と
し
て
1
年
以
上
居
住
を
約

束
す
る
誓
約
書
を
提
出
す
る
こ
と

▼
市
内
に
勤
務
す
る
国
家
公
務
員
・
地
方
公
務

員
や
一
部
事
務
組
合
職
員
な
ど
を
除
く
。（
看
護

師
・
准
看
護
師
は
対
象
に
な
り
ま
す
）

【
対
象
住
宅
】

　

市
内
の
民
間
賃
貸
住
宅
と
し
、
次
の
住
宅
は

除
き
ま
す
。

①
市
営
、道
営
な
ど
の
公
的
賃
貸
住
宅

②
社
宅
、
官
舎
、
寮
な
ど
の
事
業
主
な
ど
か
ら
貸

与
さ
れ
て
い
る
給
与
住
宅

③
親
族（
3
親
等
以
内
）
が
所
有
ま
た
は
居
住
し

て
い
る
住
宅

移
住
・
定
住
・
支
援
事
業
に
つ
い
て

転
入
す
る
若
者
世
帯
、単
身
世
帯
の
民
間
賃
貸
住
宅
の
家
賃
の
一
部
を
助
成

高（
主
に
認
知
症
）

齢
者
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

【
申
込
・
問
合
先
】建
設
管
理
課
住
宅
係

②
３
９
９
８

【
問
合
先
】
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
地
域
包
括
支
援
係

③
２
０
１
０

◆
事
前
登
録
が
で
き
ま
す

　

行
方
不
明
に
な
っ
た
場
合
、
少
し
で
も
早
く

対
応
が
で
き
る
よ
う
事
前
に
登
録
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

　

な
お
、
事
前
登
録
が
な
い
場
合
で
も
警
察
署

に
連
絡
す
る
こ
と
で
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

利
用
で
き
ま
す
。

【
対
象
】市
内
に
お
住
ま
い
の
高
齢
者
で
外
出
し

た
際
に
自
宅
ま
で
戻
れ
な
く
な
る
恐
れ
の
あ
る

方【
必
要
な
も
の
】
登
録
す
る
方
の
最
近
の
写
真
、

申
請
す
る
方
の
印
か
ん

【
登
録
窓
口
】
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
ふ
れ

あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー
内
）

※
事
前
登
録
申
請
書
に
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

◆
地
域
の
方
へ
の
お
願
い

　

高
齢
の
方
を
見
掛
け
て
「
変
だ
な
？
徘は

い
か
い徊

か

な
？
」
と
思
っ
た
場
合
は
ひ
と
言
声
を
掛
け
、
警

察
署
ま
た
は
最
寄
り
の
駐
在
所
に
連
絡
し
、
警

察
署
員
が
到
着
す
る
ま
で
付
き
添
っ
て
い
た
だ

け
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◆
徘は

い
か
い徊
と
は

　

高
齢
や
認
知
症
に
な
る
と
、
自
分
の
い
る
場

所
や
時
間
・
季
節
・
周
囲
の
人
・
自
分
自
身
が
分

か
ら
な
く
な
り
、
安
心
で
き
る
場
所
を
求
め
て

歩
き
回
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
徘
徊
」

と
い
い
ま
す
。

高齢者の行方が分からなくなった場合は
すぐに三笠警察署へ電話連絡してください。

三笠警察署　☎②8110

「高齢者SOSネットワーク」利用イメージ
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市
で
は
、
住
宅
の
新
築
や
分
譲
住
宅
、
中
古
住

宅
の
購
入
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
住
宅

を
新
築
、購
入
さ
れ
た
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

▼
住
宅
に
居
住
す
る
予
定
の
す
べ
て
の
方
が
市

ま
た
は
現
住
所
地
の
市
町
村
に
納
入
す
る
税
、

使
用
料
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

▼
転
入
者
は
、
転
入
の
日
前
1
年
間
市
内
に
住

所
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
方

【
対
象
住
宅
】

▼
新
築
の
場
合
は
、
居
住
面
積
が
70

以
上
、
中

古
住
宅
の
場
合
は
50

以
上
の
住
宅

▼
中
古
住
宅
は
3
親
等
以
内
の
親
族
以
外
が
所

有
し
て
い
る
住
宅

▼
新
築
の
場
合
は
工
事
着
手
日
、分
譲
住
宅
・
中
古

住
宅
は
売
買
契
約
日
が
平
成
23
年
7
月
1
日
以
降

　

市
で
は
、
民
間
資
金
を
活
用
し
た
賃
貸
共
同

住
宅
の
建
設
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
ア

パ
ー
ト
な
ど
の
建
設
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
は

事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
助
成
内
容
】賃
貸
共
同
住
宅
の
建
設
費
用
の
10

分
の
1
以
内
と
し
、
６
０
０
万
円
を
上
限
と
し

ま
す
。

【
対
象
者
】

▼
平
成
23
年
7
月
1
日
以
降
に
市
内
で
賃
貸
共

同
住
宅
を
建
設
し
、
そ
の
所
有
者
と
な
る
法
人

ま
た
は
個
人

▼
市
ま
た
は
現
住
所
地
の
市
町
村
に
納
入
す
る

税
や
使
用
料
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

▼
三
笠
市
商
工
業
等
元
気
支
援
条
例
に
よ
る
補

助
金
の
対
象
と
な
る
方
は
除
き
ま
す
。

【
対
象
住
宅
】

▼
建
築
基
準
法（
昭
和
25
年
法
律
第
２
０
１
号
）

に
規
定
す
る
共
同
住
宅
ま
た
は
長
屋

▼
建
設
す
る
賃
貸
共
同
住
宅
な
ど
の
戸
数
が
、

1
棟
に
つ
き
6
戸
以
上
で
あ
る
こ
と

▼
2
Ｄ
Ｋ
以
上
の
戸
数
が
2
分
の
1
以
上
で
あ

る
こ
と

▼
各
戸
が
居
間（
台
所
と
共
有
し
て
い
る
場
合
を

含
む
）の
ほ
か
、1
室
以
上
の
居
住
室
が
あ
る
こ
と

▼
各
戸
に
玄
関
、
便
所
、
浴
室
、
台
所
が
設
置
さ

れ
て
い
る
こ
と

▼
建
設
し
た
賃
貸
共
同
住
宅
な
ど
の
10
分
の
1

以
上
に
、
三
笠
市
若
者
移
住
定
住
促
進
家
賃
助

成
事
業
に
該
当
す
る
世
帯
を
入
居
さ
せ
る
よ
う

努
め
る
こ
と

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
は
、

2
年
ご
と
に
改
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

お
り
、
加
入
者
に
等
し
く
負
担
し
て
い
た

だ
く
「
均
等
割
」
と
所
得
に
応
じ
て
負
担
い

た
だ
く
「
所
得
割
」
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
・
25
年
度
の
新
し
い
保
険
料
率

な
ど
が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　

な
お
、平
成
24
年
度
の
保
険
料
額
は
7
月

に
個
別
に
通
知
し
ま
す
。

賃
貸
共
同
住
宅
の
建
設
費
用
の
一
部
を
助
成

住
宅
の
新
築
や
中
古
住
宅
の
購
入
費
用
の
一
部
を
助
成

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
保
険
料
改
定

保険料の軽減について …世帯主や加入者（被保険者）の所得に応じて、保険料の軽減があります。

①均等割の軽減 …均等割47,709円は所得に応じて次のとおり軽減されます。

4,770円
7,156円

23,854円

38,167円
※保険料の計算は、均等割額と所得割額を合算後に100円未満を切り捨てます。
②所得割の軽減 …加入者個人の所得で判定します。前年の所得から33万円を引いた額が58万円以下

の方は、所得割が5割軽減となります。

③被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減 …この制度に加入したときに被用者保険の被扶

養者だった方は、所得割はかからず均等割が9割軽減となります。

【助成内容】
1．新築住宅建設費用助成金

2．中古住宅購入費用助成金

【
問
合
先
】北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

０
１
１
‐
２
９
０
‐
５
６
０
１

市
民
生
活
課
保
険
医
療
係

②
３
１
８
８

保険料の計算方法 （平成24年度） 
保険料は、すべての加入者（被保険者）にかかります。




